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柏崎市防災・原子力課 

 

ＰＡＺにおける安定ヨウ素剤事前配布の概要 

 

柏崎市地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、ＰＡＺにおける安定ヨウ素剤の事前配布を

新潟県と共同で実施します。 

 

１ 配布方法     医師説明や個別状況確認を行う「事前配布説明会」で配布します。 

２ 配布対象者    ＰＡＺに居住する 3歳以上の方 

            （※1）市の住民基本台帳登録者と東日本大震災による避難者に限ります。 

            （※2）3歳とは、平成 28年 4月 1日までに 3歳となる方です。 

３ 対象者・世帯数  対象者：約 15,900人 世帯数：約 6,000世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４ 説明会の実施   平成 27年 9月 17日（木）から 10月 11日（日）までのうち 12日間、ＰＡ

Ｚ各地区の会場で、13:00（日曜日は 9:00）から 19:00まで実施します。 

開催日 受付時間 会 場 

 9月 17日 （木） 13:00 ～ 18:30 高浜コミュニティセンター 

9月 19日 （土） 13:00 ～ 18:30 
日吉小学校 

9月 20日 （日） 9:00 ～ 18:30 

9月 24日 （木） 13:00 ～ 18:30 荒浜コミュニティセンター 

9月 26日 （土） 13:00 ～ 18:30 
槇原小学校 

9月 27日 （日） 9:00 ～ 18:30 

10月 1日 （木） 13:00 ～ 18:30 中通コミュニティセンター 

10月 2日 （金） 13:00 ～ 18:30 南部コミュニティセンター 

10月 8日 （木） 13:00 ～ 18:30 
西山町いきいき館 

10月 9日 （金） 13:00 ～ 18:30 

10月 10日 （土） 13:00 ～ 18:30 
松浜中学校 

10月 11日 （日） 9:00 ～ 18:30 

ＰＡＺ地区 対象者数 世帯数 

高浜地区 500 200 

荒浜地区 1,100 400 

松波地区 3,800 1,600 

西中通地区 6,300 2,300 

中通地区 1,500 500 

南部地区 600 200 

二田地区 2,100 800 

（※1） （※2） 

ＰＡＺ地区 



 

５ 対象者案内    配布対象者には、詳しい内容の案内と、服用中の薬などを確認するチェック

シートを８月中旬に送付します。 

 

６ 説明会の流れ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ※説明会の開催に当たっては、新潟県や柏崎市の職員のほか、柏崎市刈羽

郡医師会や柏崎薬剤師会の協力を得て実施します。 
 

７ 代理受領者    説明会には配布対象者本人のほか、代理人が参加し安定ヨウ素剤を受領でき

ます。ただし、代理人は同居の家族など、配布対象者本人の服用薬や健康状

態を把握している方に限ります。 

 

受付 ① 

医師説明 ② 

チェックシート確認 ③ 

医師問診 ④ 

配布 ⑤ 

事前に送付済みのチェックシートで来場者と配

布対象者を確認します。 

安定ヨウ素剤の効用・副作用などを説明します。

ＤＶＤを主体に 15 分間隔で何度も行います。 

チェックシートの内容から既往症や服用中の薬

などを確認し、服用可否を判断します。 

③で判断できない方を問診し、服用可否を最終

判断します。 

③や④の結果を確認し、安定ヨウ素剤を手渡し

ます。 

・電算システムによるバーコード処理で、受付や配布を短時間化 

・ＤＶＤを活用した医師説明により、来場者の待ち時間を短縮 
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薬剤師や保健師による 
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柏崎市防災・原子力課 

 

「地域の会」委員ご意見への回答 

・柏崎市に意見 

避難計画を徹底させるためにも、PAZ、UPZの定義を示すことが必要なの 

ではないでしょうか。 

 例えば PAZの場合、何故‘即時避難’が必要なのか、‘予防的防護措置を準 

 備する’とはどのような事なのかを住民が理解して避難計画を考え、避難す 

ることが身を守ることにつながると考えます。 

 

 

ご意見をいただきありがとうございます。 

柏崎市地域防災計画原子力災害対策編の修正や原子力災害に備えた柏崎市広域

避難計画(初版)の策定につきましては、国が策定した原子力災害対策指針が基とな

っており、専門用語や略語が多数あります。 

市としましては、これらを住民の皆さまお知らせする場合にわかりやすい標記や

表現として、図や表を用いて簡潔にお伝えできるように努めております。 

ＰＡＺ、ＵＰＺ定義につきましては、万が一の原子力災害に備えて住民の皆さん

から取っていただく災害時の行動について理解を深めていただくためにも必要と考

えますので、現在作業を進めている広域避難計画の修正への反映やその説明の際に

わかりやすくお伝えすることへの配慮を今後とも適切に対応してまいりますので、

ご理解をお願いいたします。 

  


